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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】利用者がドアシステムに接触することによる感
電、火災、またはドアシステムの損傷を防ぐドアシステ
ムを提供する。
【解決手段】ドアシステムは、外周の少なくとも一部分
を形成する枠部２７ｃを有するドアと、枠部２７ｃの少
なくとも一部分を包囲するように構成されたスリーブ５
８とを含む。枠部２７ｃは第１の材料から構成され、ス
リーブ５８はそれとは異なる第２の材料から構成される
。第１の材料は電気導電性であり、第２の材料は電気絶
縁性である。代替的または追加的に、第１の材料は摩損
の影響を受けやすく、スリーブ５８は弾性を有し、取り
換え可能である。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドアシステムであって、
　ドアであって、当該ドアの外周の少なくとも一部分を形成する枠部を含み、当該枠部は
第１の材料を有するものである、前記ドアと、
　前記枠部の少なくとも一部分を包囲するように構成されたカバーであって、第２の材料
を有するものである、前記カバーと
　を有する、ドアシステム。
【請求項２】
　請求項１記載のドアシステムにおいて、前記第１の材料は金属であり、前記第２の材料
は非金属である、ドアシステム。
【請求項３】
　請求項２記載のドアシステムにおいて、前記第２の材料は弾性を有し、前記カバーは前
記枠部の少なくとも一部分を損傷から保護するように構成されているものである、ドアシ
ステム。
【請求項４】
　請求項２記載のドアシステムにおいて、前記金属は電気導電性であり、前記第２の材料
は電気絶縁性である、ドアシステム。
【請求項５】
　請求項４記載のドアシステムにおいて、前記第２の材料は、プラスチック、ゴム、繊維
ガラス、またはポリマーのうち少なくとも１つを有するものである、ドアシステム。
【請求項６】
　請求項１記載のドアシステムにおいて、
　前記ドアの前記枠部は、複数の枠部材を有し、
　前記カバーは、前記複数の枠部材の少なくとも第１の枠部材の断面形状の少なくとも大
部分に適合するように構成された断面形状を有するスリーブである、
　ドアシステム。
【請求項７】
　請求項６記載のドアシステムにおいて、前記第１の枠部材および前記スリーブの各々は
、その長さに沿った均一の断面形状を有する押出成形品として形成されるものである、ド
アシステム。
【請求項８】
　請求項７記載のドアシステムにおいて、
　前記第１の枠部材または前記スリーブのうちの一方はその長さに沿って延長する突出部
を有し、
　前記第１の枠部材または前記スリーブのうちのもう一方はその長さに沿って延長する、
対応する凹部を有するものであり、
　前記凹部は前記突出部の少なくとも一部分を受け入れて前記スリーブを前記第１の枠部
材に固定するように構成されているものである、
　ドアシステム。
【請求項９】
　請求項６記載のドアシステムにおいて、
　前記第１の枠部材は、対向する前記枠部の第２の枠部材と対面するように構成された内
壁部、前記内壁部と対向しかつ前記ドアから外側に向かうように構成された外壁部、およ
び前記内壁部と前記外壁部との間に延長する２つの側壁部によって構成された、概ね矩形
の断面形状を有し、
　前記スリーブは、概ね対応する矩形の断面形状を有し、この矩形の断面形状は、
　前記第１の枠部材の前記外壁部の外面を覆うように構成された前記スリーブの第１の壁
部、
　前記第１の壁部から延長する前記スリーブの第２の壁部および第３の壁部であって、当
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該第２の壁部および第３の壁部はそれぞれ前記第１の枠部材の対応する側壁部の１つを覆
うように構成されているものである、前記第２の壁部および第３の壁部、および
　前記第１の壁部の反対側の開放側
　によって構成された、概ね対応する矩形の断面形状を有するものである、
　ドアシステム。
【請求項１０】
　請求項９記載のドアシステムにおいて、前記スリーブの前記開放側は、前記スリーブの
前記第２および第３の壁部の間に画定された空間に対して内側に向かって延びる少なくと
も１つの側方突出部を有するものである、ドアシステム。
【請求項１１】
　請求項１０記載のドアシステムにおいて、前記少なくとも１つの側方突出部は、前記第
１の枠部材の前記内壁部の外面を少なくとも部分的に被い隠すように構成された、互いに
対向する側方突出部を有するものである、ドアシステム。
【請求項１２】
　請求項１１記載のドアシステムにおいて、さらに、
　前記複数の枠部材によって画定される開口部に亘って介在する、前記ドアのインサート
を支持するように構成された保持構造を有し、
　前記互いに対向する側方突出部は、前記保持構造の少なくとも一部分を覆うように構成
されているものである、
ドアシステム。
【請求項１３】
　請求項９記載のドアシステムにおいて、前記第２の壁部は、前記第１の枠部材の前記内
壁部を超えた所定の距離まで延長するように、前記第１の枠部材の前記２つの側壁部のう
ちの対応する側壁部の長さを超える長さを有するものである、ドアシステム。
【請求項１４】
　請求項８記載のドアシステムにおいて、前記スリーブは、前記突出部および前記凹部が
位置合わせされた状態で前記第１の枠部材の長手方向の端部から前記第１の枠部材上を長
手方向にスライド移動することにより、前記第１の枠部材上に受け入れられるように構成
されているものである、ドアシステム。
【請求項１５】
　請求項８記載のドアシステムにおいて、前記スリーブは、前記スリーブの開放側を通し
て、前記突出部が前記凹部に受け入れられるまで前記第１の枠部材の長手方向軸に対して
横方向に前記第１の枠部材上をスライド移動することにより、前記第１の枠部材上に受け
入れられるように構成されているものである、ドアシステム。
【請求項１６】
　請求項８記載のドアシステムにおいて、
　前記第１の枠部材または前記スリーブのうちの一方は前記突出部と反対側に第２の突出
部を有し、
　前記第１の枠部材または前記スリーブのうちのもう一方は対応する第２のを凹部を有す
るものであり、
　前記第２のを凹部は前記第２の突出部の少なくとも一部分を受け入れて前記スリーブを
前記第１の枠部材に固定するように構成されているものである、
　ドアシステム。
【請求項１７】
　ドアシステムにおける放電を低減させる方法であって、
　電気絶縁性カバーによって、ドアにおける電気導電性枠部材の少なくとも一部分を包囲
する工程を有し、
　前記カバーは、前記枠部材の断面形状に概ね対応する断面形状を有するものである、
　方法。
【請求項１８】
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　請求項１７記載の方法において、前記ドアの前記枠部材の少なくとも一部分は、
　前記カバーを前記枠部材上でスライド移動させること、および
　前記カバーを前記枠部材に固定すること、
　により包囲されるものである、
　方法。
【請求項１９】
　請求項１８記載の方法において、前記カバーは、前記カバーの嵌合形状部と前記枠部材
の対応する嵌合形状部を係合させることにより、前記枠部材に固定されるものである、方
法。
【請求項２０】
　ドアの枠部の少なくとも一部分を包囲するように構成された装置であって、
　前記ドアの枠部を構成する電気導電性材料とは異なる材料を有する電気絶縁性スリーブ
を有する、装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本特許出願は、２０２０年４月２０日付で出願され、「ＳＨＯＣＫ　ＩＮＳＵＬＡＴＩ
ＮＧ　ＤＯＯＲ　ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ（感電防護ドアシステムおよびそ
の方法）」と題する米国仮特許出願第６３／０１２，４７６号に対して利益および優先権
を主張し、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本特許出願の開示は絶縁体に関し、具体的には、火災の可能性を減少させ、利用者がド
アシステムに接触することによる感電、および／またはドアシステム構造的な損傷を防ぐ
ためのスリーブなどの絶縁性および／または保護用カバーを有するドアシステムに関する
。
【背景技術】
【０００３】
　一部のドアシステムにおいては、人または物体が当該ドアシステムに接触した際に静電
気の放電によって火花または感電が生じる場合がある。病院または医療機関などの一部の
環境では治療目的で酸素が使用されるため、酸素富化環境になる可能性がある。このよう
な環境では事故を減少させるために予防措置を講じる必要がある。例えば、集中治療室（
ＩＣＵ）における一部の用途では、酸素によって発火する可能性を減少させるために、静
電気によって生じる火花を防止する措置が必要とされる。
【０００４】
　さらに、交通機関における用途では、駅のドアまたは乗客が搭乗する乗車ホームの電位
とは異なる電位にある電車またはその他の公共交通車両に接触した際に起こる感電から公
衆を保護することが望まれる。所定の電位ある乗客が別の電位にある公共交通車両に接触
した場合、その乗客は感電する可能性がある。したがって、ドアシステムを利用する利用
者または物体が当該システムに接触した際に、感電または火花が生じる可能性を減少させ
るドアシステムを提供することが望ましい。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示に従った実施形態によりこのような必要性は最大限に満たされるものである。す
なわち、本開示のいくつかの実施形態においては、ドアシステムを利用する利用者または
物体が当該システムに接触した際に、感電または火花が生じる可能性を減少させるドアシ
ステムが可能となる。
【０００６】
　１観点において、本開示は、ドアであって、当該ドアの外周の少なくとも一部分を形成
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する枠部を含む、前記ドアと、前記枠部の少なくとも一部分を包囲するように構成された
カバーとを有するドアシステムについて記載する。前記枠部は第１の材料を有し、前記カ
バーは第２の材料を有する。
【０００７】
　別の観点において、本開示は、ドアシステムにおける放電を低減させる方法について記
載する。前記方法は、電気絶縁性カバーによって、ドアにおける電気導電性枠部材の少な
くとも一部分を包囲する工程を含む。前記カバーは、前記枠部材の断面形状に概ね対応す
る断面形状を有する。
【０００８】
　別の観点において、本開示は、ドアの枠部の少なくとも一部分を包囲するように構成さ
れた装置について記載する。前記装置は、前記ドアの枠部を構成する電気導電性材料とは
異なる材料を有する電気絶縁性カバーを有する。
【０００９】
　本発明の詳細な説明および本発明の当該分野に対する貢献についてのより良い理解のた
めに、本発明の特定の実施形態の要旨を概括的に説明した。当然のことながら、本発明に
おいては、以下に説明する追加的な実施形態があり、当該実施形態は添付の特許請求の範
囲の発明特定事項を形成するものである。
【００１０】
　上記に関連して、本発明の少なくとも１つの実施形態を詳細に説明する前に、本発明は
、その適用において、以下の記載において説明または図面において図示する構成要素の構
成および配置の詳細に限定されるものではないことを理解されたい。本発明では、記載す
る実施形態に加えてその他の実施形態が可能であり、また本発明を様々な態様で実践およ
び実施することが可能である。さらに、要約とともに本明細書で使用する表現および用語
は説明を目的とするものであり、限定するものと解釈するべきでないことを理解されたい
。
【００１１】
　よって、当業者であれば、本開示の基礎となる構想を、本発明のいくつかの目的を実施
するためのその他の構造、方法、およびシステムを設計する上での基礎として当然利用で
きることを理解するものである。したがって、特許請求の範囲には、本発明の要旨および
範囲から逸脱しない限りにおいて、そのような均等な構成が含まれると考えることが重要
である。
【００１２】
　以下の詳細な説明、図面、および特許請求の範囲を検討することにより、本開示の追加
的な特徴、利点、および観点は理解されるものであるか、若しくは自明である。さらに、
上述した本開示の概要および以下の発明の詳細は例示的なものであり、特許請求の範囲に
記載する本開示の範囲を限定することなく、さらなる説明を提供することを意図している
ものであることを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
　本開示に対する理解を深めるために提供され、また本明細書に組み込まれるとともに本
明細書の一部を成す添付の図面は、本開示の態様を図示し、発明の詳細な説明とともに本
開示の原理を説明するものである。本図面は、本開示および本開示の実施態様の基本的理
解に必要とされる以上に本開示の構造の詳細を示すものではない。
【図１】図１は、本開示によるドアシステムの斜視図である。
【図２Ａ】図２Ａは、乗車ホームのドアおよび電車のドアが閉鎖した状態の乗車ホームに
おける電車の斜視図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、乗車ホームのドアが開いた状態かつ電車のドアが閉鎖した状態の乗
車ホームにおける電車の斜視図である。
【図３】図３は、電車に使用されるドアなどのドアの正面図である。
【図４】図４は、図３の線４－４に沿ったドアの一部分の断面図である。
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【図５】図５は、図３の線４－４に沿ったドアの一部分であって、カバーが実装されてい
るものの断面図である。
【図６】図６は、図４のドアの枠部材の部分斜視図である。
【図７】図７は、図５のカバーの部分斜視図である。
【図８】図８は、本開示による方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　添付の図面において記載および／または図示するとともに以下の記載によって詳細に説
明する非限定的な態様および例を参照して、本開示の態様、様々な特徴、および利点の詳
細についてより詳細に説明する。図面に図示した特徴は原寸に必ずしも比例したものでは
なく、当業者であれば認識するように、本明細書において明記されていない場合において
も、１態様における特徴を別の態様に採用することができることに留意されたい。本開示
の態様が不必要に不明瞭になることを避けるため、周知の構成要素および処理技術に関す
る記載を省略している場合がある。本明細書で使用する例は、単に、本開示の実施態様の
理解を容易にし、さらに当業者による本開示の態様の実施を可能とすることを意図するも
のである。したがって、本明細書における例および態様は、本開示の範囲を限定するもの
と解釈されるべきではなく、本開示の範囲は添付の特許請求の範囲および適用法によって
のみ規定されるものである。さらに、本図面のいくつかの図全体を通して同様の参照番号
は類似部品を表すことに留意されたい。
【００１５】
　図１は、本開示の１実施形態によるドアシステム１０を示す。ドアシステム１０は壁１
２に実装されている。床１４も示されている。ドアシステム１０は、選択的にハンドル２
０を備えたドア１８を含む。別の実施形態において、押し板および／または蹴板などのそ
の他の金属部材をドア１８に取り付けてもよい。枢動自在に開閉するようにドアに蝶番を
取り付けてもよいし、あるいはドアを、１若しくそれ以上の軌道および／または１若しく
それ以上のローラアセンブリ上でスライド移動するように取り付けてもよい。
【００１６】
　ドア１８は、いくつかの実施形態において、アルミニウム、鋼鉄、またはその他の好適
な材料の押出成形品である複数の部分または部材でできた枠部２６から構成されもよい。
ドア１８は、多くの場合、枠部２６内に形成された開口部２３に亘って介在する窓などの
インサート２４を含む。インサート２４は、ガラス、プレキシガラス、またはその他の好
適な材料でできている。窓またはその他のインサート２４はドア１８の枠部２６によって
取り囲まれ、かつ支持される。ドア１８は、ドア枠部２２内に取り付けられており、ドア
枠部２２は壁１２に内に取り付けられている。
【００１７】
　別の実施形態においては、ドアシステム１０は交通機関システムに利用される。例えば
、図２Ａおよび２Ｂは電車のホーム３０を示す。図２Ａおよび２Ｂに示すようなホーム３
０の一部は、ホーム用ドア３２を含むホームドアシステム１０を含む。別のホーム３０は
覆いのないホームであってもよく、ホーム用ドア３２を含まない。図２Ｂは、スライド移
動されて開位置にあるホーム用ドア３２を示し、電車２８、および電車用ドア３６を有す
る電車ドアシステム１０が露出されている。
【００１８】
　図３は、本開示による図１のドア１８と類似した例示的なドア１８を示すが、当該ドア
１８は枢動する代わりにスライド移動するように取り付けられている。ドア１８は、上部
枠部材２７ａと、底部枠部材２７ｂと、第１の側部枠部材２７ｃと、これに対向する第２
の側部枠部材２７ｄ（これに限定されるものではない）とを含む、複数の枠部材を有する
枠部２６を有する。ここで任意の数の枠を組み立てて、枠部を形成することができること
を理解されたい。上部枠部材２７ａがハンガーアセンブリ２９に固定されることによりド
アのスライド移動が容易になる。底部枠部材２７ｂに１若しくはそれ以上の底部案内部３
１を固定してもよく、これによりドア１８がスライド移動する際に当該ドアの位置合わせ
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が維持される。例えば、底部案内部３１は、床、ドアの枠部、またはホームに形成された
スロット内に延長する。
【００１９】
　ドア１８はインサート２４を含む。インサート２４は、透明、半透明、または不透明で
あってもよい。例えば、インサート２４は、ガラス、プレキシガラス、プラスチック、ま
たはその他の好適な材料でできた窓であってもよい。ドア１８は、インサート２４を取り
囲み、かつ支持する枠部２６を有する。任意選択的に、ドア１８は、ハンドル２０、また
は押し板、蹴板（これに限定されるものではない）などのその他の金属部材を有する。レ
バー、ノブ、把持用凹部などの任意のタイプの好適なハンドル２０を使用することができ
る。
【００２０】
　図４および図５は、例えば、図３のドア１８の第１の側部枠部材２７ｃの線４－４に沿
った、ドアの枠部材の部分断面図を示す。しかしながら、図４、５の図は、図１のドア１
８、図２Ａのホーム用ドア３２、図２Ｂの電車用ドア３６、または酸素富化状態にある医
療環境における病院のドアなどのその他の好適なドアに適用可能であることを理解された
い。
【００２１】
　図４および図５は、１実施形態におけるドア１８の第１の側部枠部材２７ｃの断面図を
示す。図示するように、第１の側部枠部材２７ｃは概ね矩形の断面形状を有する。断面図
に関連して本明細書で使用する「概ね矩形」という用語は、様々な凹部、ポケット、開口
部、または突出部が当該形状の主面内に延長または主面から延長しているような正方形を
含む、矩形に類似する任意の形状を指す。第１の側部枠部材２７ｃの図示した１実施形態
は、内壁部５５ａと、外壁部５５ｂと、内壁部と外壁部との間に延長する２つの側壁部５
５ｃ、５５ｄとを含み、これにより、概ね矩形の断面が形成される。図示する実施態様で
は概ね矩形であるが、第１の側部枠部材の別の実施態様においては、金属製の任意の形状
であってもよい。いくつかの実施態様では、この第１の側部枠部材は、管状、円筒状、弧
状、または任意の別の好適な形状などの、金属製の中空形状を有する部材である。
【００２２】
　枠部材２７は、インサート保持構造４０を含む。このインサート保持構造４０は、イン
サート２４をドアの枠部２６に取り付けてドア内に保持する機能を果たす。図４および図
５で示す例示的な断面図では、インサート保持構造４０は、第１のシール部４２と、第２
のシール部４４と、インサート係止部４６とを含む。第１のシール部４２は第１の保持ブ
ラケット４８に取り付けられており、第２のシール部４４は第２の保持ブラケット５０に
取り付けられている。インサート係止部４６は、インサート２４が枠部に向かって移動す
ることを制限し、また、１若しくはそれ以上の溝部（ｃｈａｎｎｅｌｓ）６１など、第１
および第２の保持ブラケット４８、５０に嵌合、あるいは第１および第２の保持ブラケッ
ト４８、５０の一部を受け入れる嵌合形状部を提供する。図示する実施形態では、枠部２
６には、第１および第２の保持ブラケット４８、５０の一部をそれぞれ受け入れて、当該
保持ブラケットを枠部２６に固定する２つの溝部６１が形成されている。保持ブラケット
４８、５０は溝部６１内にスライド移動し、当該溝部によって捕捉されるか、若しくは当
該溝部にスナップ嵌合する。例えば、接着剤または締結部材など、保持ブラケット４８、
５０を枠部２６に固定する任意の手段を使用可能であることを理解されたい。さらに、い
くつかの実施形態においては、第１および第２の保持ブラケット４８、５０は、単一の保
持ブラケットとして形成されてもよく、あるいは１若しくはそれ以上の保持ブラケット自
体が除外されてもよい。
【００２３】
　前記保持ブラケット４８、５０の反対側において段鼻（ｎｏｓｉｎｇ）アセンブリ５２
を、例えば、少なくとも１つの締結部材５４および段鼻アセンブリ用保持プレート５６に
よって枠部２６に取り付けることができる。段鼻アセンブリ５２は比較的軟質の表面を提
供するものであり、この表面は、医療環境において該当するように、ドア枠部２２の対応
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する表面、または交通機関の用途において該当するように、対向するスライドドア３２、
３６の対応する表面に接触するように構成されている。段鼻アセンブリ５２は、弾性部材
５３と、１若しくはそれ以上の締結部材５４の使用のみでは段鼻アセンブリ５２に裂け目
または劣化が生じる可能性がある場合に、段鼻アセンブリ５２の枠部２６への連結を補助
する硬質の段鼻アセンブリ用保持プレート５６とを含む。別の実施形態においては、段鼻
アセンブリ５２は別の好適な態様で枠部２６に取り付けられる。例えば、段鼻アセンブリ
５２は、接着剤によって取着するか、若しくは枠部２６内の軌道にスライドさせて、軌道
によって捕捉されるようにすることができる。
【００２４】
　段鼻アセンブリ５２の弾性部材５３自体は電気的に絶縁されているため、感電または火
花発生の危険性を高めることなく、スリーブ５８の外側に配置することができる。この点
に関連して、図４、５に示すように、締結部材５４および段鼻アセンブリ用保持プレート
５６など、いくつかの実施形態において金属製である段鼻アセンブリ５２の構成要素は、
絶縁を目的として段鼻アセンブリ５２の弾性部材の中空室内に配置されてもよい。この中
空室内に締結部材を挿入して段鼻アセンブリ５２を枠部２６に固定するために、段鼻アセ
ンブリ５２の弾性部材の外壁を貫通する穴部６０が設けられている。代替的に、段鼻アセ
ンブリ用保持プレート５６および締結部材５４の一方、または双方を電気絶縁性の材料で
構成することができる。
【００２５】
　動作時において、段鼻アセンブリ５２は、ドア枠部２２または対向するドアに隣接しか
つ対応する表面にスライド移動して接触する。段鼻アセンブリ５２の弾性部材は変形する
ことで、ドアの閉鎖時の衝撃を吸収、および／または枠部２６と隣接した表面との間にシ
ールを形成する。
【００２６】
　図５は、枠部材２７ｃをその外形に適合するように覆う電気絶縁性および／または保護
用スリーブ５８（以下「スリーブ」という）を示す。図面において示すカバーの１実施形
態は、ドアの複数の表面を包囲するスリーブであるが、本明細書の開示は、本明細書に記
載した特徴を有するドアに利用される任意のカバーに適用可能であることを理解されたい
。例えば、第１の部材をドアの正面に適用し、第２の部材を背面に適用し、さらに第３の
部材を第１および第２の部材の間に亘って延びる、ドアの前縁部に適用するなど、独立し
た複数の部材をドアに適用して１つのカバーを形成することができる。これに関連して、
本明細書で使用する「スリーブ」という用語は、ドアの複数の表面の少なくとも一部分を
覆う一体の部材を含むが、通常、ドアの一面（またはその一部分）を覆うカバー、または
複数の独立した保護用および／または絶縁性部材を有するカバーを含む（それに限定され
るものではない）、任意のカーバーも含むと考えられる。図６は、図５の枠部２６の斜視
図であり、図７は、図５のスリーブ５８の斜視図である。スリーブ５８は、ゴム、プラス
チック、ポリマー、またはその他の任意の好適な材料である。スリーブ５８は通常、枠部
材の断面形状の周囲を完全にまたは部分的に包囲する、包被する、被い隠す、取り囲む、
絶縁する、あるいは覆うために、枠部材の形状に対応するように成形される。但し、スリ
ーブ５８は、インサート保持構造４０に完全に適合しない開放側６６で示されているよう
に、枠部材の形状に必ずしも完全に適合する必要はない。追加的に、スリーブ５８によっ
て、枠部材２７の１つの側部（または１つの面）、２つの側部、３つの側部、４つの側部
、および全側部等の一部分のみまたは全部分を覆うことができる。例えば、いくつかの実
施形態において、スリーブ５８は、利用者またはその他の表面との接触の影響を最も受け
やすい、枠部の最も外側の面のみを主に覆うようにしてもよい。図示した実施形態におい
て、スリーブ５８は、枠部材２７ｃの外壁部５５ｂに適合するように構成された第１の壁
部５７ａと、枠部材２７ｃの側壁部５５ｃ、５５ｄに適合するように構成された第２およ
び第３の壁部５７ｂ、５７ｃとを含む。追加的にスリーブ５８は、当該スリーブの第２お
よび第３の壁部５７ｂ、５７ｃによって画定される空間の内側に向かって延びる１若しく
はそれ以上の側方突出部５９ａ、５９ｂを含む。側方突出部５９ａ、５９ｂは、スリーブ
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の対応する壁部に対して垂直に配置されてもよいし、若しくは対応する壁部に対して任意
の好適な角度を成して延長していてもよい。いくつかの実施形態において、側方突出部５
９ａ、５９ｂの一方または双方は、保持構造４０の少なくとも一部に適合することで、保
持構造を電気的絶縁および／またはスリーブ５８の枠部２６に対する固定を補助する。こ
れに関連し、側方突出部５９ａ、５９ｂの一方または双方は、スリーブ５８が横方向にス
ライド移動するのを防止するように枠部２６を把持する。
【００２７】
　枠部材の一部分または枠部材の全て（例えば、上部、側部、底部）にスリーブ５８を備
えることができることを理解されたい。例えば、いくつかの実施形態では、枠部材２７に
おいて、ハンドル２０を支持する主要部材（例えば第１の側部枠部材２７ｃ）など、接触
の影響を最も受けやすい枠部材のみにスリーブを備えることができる。同様に、１つ枠部
材の全体または一部分のみにスリーブ５８を備えることができる。例えば、交通機関への
適用では、ドアにおいてホーム３０に近接する部分、またはドアヘッダーについては覆い
のない状態であるのに対して、乗客の腕および肩に最も近接したホーム用ドア３２または
電車用ドア３６の部分にはスリーブ５８を備えることができる。
【００２８】
　いくつかの実施形態において、スリーブ５８は弾性部材からできている。枠部材が押出
材からできている場合、あるいは概ね均一の断面を有する場合、スリーブ５８は枠部材上
をスライド移動することができる。締結部材５４はスリーブ５８の穴部６０を貫通して延
長する。ドアがハンドル２０またはその他の金属部材を備える場合、ハンドル２０または
その他の金属部材は、スリーブ５８が設置された後設置され、（非導電性締結部材または
埋没した構造用締結部材を用いるなど）の非導電的な態様で枠部２６に取り付けられる。
【００２９】
　いくつかの実施形態において、枠部２６は、１若しくはそれ以上の保持構造６２を含み
、当該保持構造は、スリーブ５８内の対応する１若しくはそれ以上の係止構造６４に嵌合
する。保持構造６２および対応する係止構造６４は共同してスリーブ５８が枠部材２７に
保持されるように補助する。保持構造６２の例には、留め金、返し部（ｂａｒｂ）、リッ
ジ部、または枠部２６の表面から延びる類似突出部が含まれる。係止構造６４の例には、
凹部、溝部、スロット、またはスリーブ５８に形成された類似構造が含まれる。保持構造
６２および対応する係止構造６４の各々は、複数の独立した突出部および凹部から形成さ
れてもよい。但し、スリーブ５８および／または対応する枠部２６が押出成形されている
実施形態では、保持構造６２および係止構造６４は、スリーブ５８および枠部材２７の全
長に亘って延長している場合がある。いくつかの実施形態では、保持構造６２をスリーブ
５８上に設け、また係止構造６４を枠部に設けることができることを理解されたい。
【００３０】
　図５～７に示すように、保持構造６２および対応する係止構造６４は、スリーブ５８が
枠部材２７上をスライド移動自在なように形成されているが、蟻継手および／または実継
ぎシステムが作用するのと同様の態様で、スリーブ５８が枠部２６に対して回転すること
、および／またはスリーブ５８が枠部２６から離れる方向に平行移動することに抵抗する
ようになっている。いくつかの実施形態において、スリーブ５８は、保持構造６２および
係止構造６４が位置合わせされた状態で枠部材上を長手方向にスライド移動する。別の実
施形態において、スリーブ５８は、１若しくはそれ以上の係止構造６４が１若しくはそれ
以上の保持構造６２を受容するまで、開放側６６を介して枠部材上でスリーブ５８の長手
方向軸に対して横方向にスライド移動する。いくつかの実施形態において、スリーブ５８
は、可撓性および／または弾性を有し、それにより開放側６６の開口部が拡張し、枠部材
を受容することが可能となる。この構成は、ドアが組み立てられた後にスリーブ５８が取
り付けられる場合、またはスリーブ５８が後付けで設置される場合の実施形態により適し
ている。
【００３１】
　スリーブ５８は必ずしも、予め形成された後に枠部材２７に適用されるものでないこと
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を理解されたい。むしろ、いくつかの実施形態において、スリーブ５８は枠部材２７上に
直接形成することができる。例えば、スリーブは、保護材料または絶縁材料を枠部材上に
噴霧することにより、若しくは枠部材２７を保護材料または絶縁材料内に浸漬した後、当
該材料を硬化させることにより、枠部材２７に適用することができる。
【００３２】
　枠部材２７とそれに対応する絶縁性スリーブ５８の形状は各ドアシステム１０に応じて
異なることを理解されたい。さらに、各枠部材２７（例えば、上部部材、底部部材、左側
部部材、および右側部部材）は、確実にその形状に適合させるために、異なる幾何学形状
を有する異なるスリーブを必要とする場合がある。いくつかの実施形態において、スリー
ブ５８は通常、枠部２６の部材の対応する形状の大部分（例えば、その表面積の少なくと
も５１％に亘って接触）に適合する。いくつかの実施形態において、ドアシステム１０は
、４つの異なる断面形状を有する４つの枠部材２７を有してもよく、さらに、それぞれが
、この４つの枠部材に対応する断面形状を有するスリーブ５８を有してもよい。
【００３３】
　スリーブ５８をドアの枠部全体またはその一部分に亘って装着することで、利用者また
は物体がドアに接触またはドアに接近した際に、利用者の感電、および火花が生じ難くく
なる。さらに、スリーブ５８は、その弾力性を有する特質ため、耐傷性があることが理解
されるが、損傷した場合、必要であれば損傷したスリーブ５８を新しいスリーブ５８に取
り換えることができる。損傷したスリーブ全体またはその一部分をスライド移動させて枠
部２６から外し、新しいスリーブを元の位置にスライド移動させることができる。
【００３４】
　いくつかの実施形態において、スリーブ５８は枠部材２７を損傷から保護することを補
助するカバーであり、絶縁性を有する場合と有さない場合がある。このような場合、スリ
ーブ５８に接触および風化による摩耗が生じても必要時または摩耗した際に枠部２６およ
びスリーブ５８の取り換えることができる。
【００３５】
　いくつかの実施形態においては、新しいスリーブ５８を設置するためにドアシステム１
０の一部を分解する必要がある。さらに、当初スリーブ５８が設置されていなかった既存
の枠部材２７に絶縁性および／または保護用スリーブ５８を適合させることができる。こ
のような後付けにより、当初絶縁されていなかったドアシステム１０を絶縁することが可
能となるか、若しくは保護されていなかったドアシステム１０を保護することが可能とな
る。このような実施形態においては、既存の枠部材２７には、図４に示したように、保持
構造６２がない場合あり、そのような枠部材においては、締結部材、接着剤、その他任意
の好適手段でスリーブ５８が固定される。例えば、スリーブ５８は枠部材２７と完全に適
合する形状を有し、それ自体によって枠部材２７が把持される。追加的にまたは代替的に
、枠部材２７をスリーブ５８を受け入れるように変更することができる。例えば、切削に
より枠部材に溝または凹部を作製し、枠部材にスリーブ５８上の突出部またはリッジ部に
嵌合させることができる。段鼻アセンブリ５２が存在する場合は、スリーブ５８を設置で
きるようにまず段鼻アセンブリを取り外し、スリーブ５８の設置完了後、段鼻アセンブリ
を再び設置する。
【００３６】
　図８は、放電を低減またはドアシステムの損傷を防ぐ方法７０を示す。本方法は、絶縁
性および／または保護用スリーブを形成する工程７２を含み、このスリーブは、当該スリ
ーブが設置されるドア枠部を構成する第２の材料とは異なる第１の材料を有する。いくつ
かの実施形態において、前記ドア枠部は導電性材料から形成され、前記スリーブは絶縁性
材料から形成される。いくつかの実施形態において、前記ドア枠部は、ドアを通過する物
体との接触により損傷および摩損の影響を受けやすく、前記スリーブは、前記ドア枠部を
損傷から保護する材料から形成されており、取り換え可能な場合と可能でない場合がある
。工程７２は、押出成形、射出成形、直接噴霧、または浸漬などの本開示に従った、ゴム
、プラスチック、熱可塑性物質、ポリマーなどを製造する任意の方法を含む。工程７４は



(11) JP 2021-173160 A 2021.11.1

10

20

、ドアの少なくとも１つの枠部材の少なくとも一部分を前記スリーブで包囲する工程を含
む。前記枠部材を包囲する工程は、前記スリーブを前記枠部材上にスライド移動させる工
程７６と、前記スリーブを前記枠部材に固定する工程とを含む。前記スリーブは、前記ス
リーブと前記枠部材の対応する嵌合形状部（例えば、リッジ部と溝部など）の係合、接着
剤、１若しくはそれ以上の締結部材、スリーブの複数の横方向突出部による枠部材の把持
など（これらに限定されるものではない）、任意の好適手段で前記枠部材に固定すること
ができる。
【００３７】
　前記方法７０のいくつかの実施形態は、特に既存のドアへの後付のために利用される場
合、前記枠部材を包囲する工程の前に、ドアハンドルまたは段鼻アセンブリなどの金属部
材を取り外す工程と、当該金属部材を再設置する工程とを含む。前記金属部材を再設置す
る工程は、前記スリーブを切削、穿孔、あるいは前記スリーブに貫通孔を形成する工程を
含み、これにより前記金属部材を元の配置位置に再設置することが可能となる。
【００３８】
　前記方法７０を実施する上で、上述した全て工程は必要ではないため、前記方法７０の
上述した様々な工程は任意選択的であることを理解されたい。必須であると明記されてい
ない限り、各工程は任意選択的であると考えられる。
【００３９】
　例示的な態様に関連して本開示を説明したが、当業者であれば、添付の特許請求の範囲
の要旨と範囲内の変更とともに本開示を実施できることを認識するものである。上記で提
供した実施例は、単に例示的なものであり、本開示の可能な設計、態様、適用、または変
更の全てを完全に網羅することを意図するものではない。本開示で示す幾何学形状および
構成要素は非限定的な例であることを理解されたい。

【図１】 【図２Ａ】
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